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取
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答
弁
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送
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。



衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
脱
法
ハ
ー
ブ
の
取
り
締
ま
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
脱
法
ハ
ー
ブ
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
定
義
は
な
い
が
、
厚
生
労
働
白
書
や
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
、

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を

有
す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物

（
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
大
麻
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
に
規
定
す
る

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
並
び
に
あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
規
定
す
る
あ
へ
ん
及
び
け
し
が
ら
（
以
下

「
大
麻
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
「
違
法
ド
ラ
ッ
グ
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
そ
の
危
険
性
の

周
知
及
び
啓
発
（
以
下
「
周
知
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
指
定
薬
物
（
同
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
危
険
性
及
び
そ
の
使
用
に
よ
る
健
康
被
害
の
情
報
等
を
一
元
的
に
集
約
し
、
国
民
へ
の
周
知
等
を
行
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

一



開
設
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
「
違
法
ド
ラ
ッ
グ
」
の
危
険
性
の
周
知
等

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
脱
法
ハ
ー
ブ
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
定
義
が
な
い
た
め
、
そ
れ
が
人
の
身
体
に
及
ぼ
す
悪
影
響
に
つ
い
て
正
確

に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
指
定
薬
物
に
つ
い
て
は
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
、め
ま
い
、

お
う嘔
吐
、
錯
乱
、
衝
動
行
動
等
の
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
指
定
薬
物
と
し
て
指
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
（
大

麻
等
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
指
定
薬
物
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
脱
法
ハ
ー
ブ
に
つ
い
て
は
、
「
規
制
を
加
え
て
も
、
ま
た
直
ぐ
に
新
し
い
薬
物
が
出
回
る
と
い
う
、
い
た
ち
ご

二



っ
こ
の
よ
う
な
状
況
」
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
指
定
薬
物
の
規
制
の
実
効
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
指
定
薬
物
の
指
定
を
よ
り
迅
速
に
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
御
指
摘
の
「
化
学
的
な
基
本
構
造
が
同
質
の
類
似

薬
物
を
一
括
し
て
薬
事
法
の
規
制
対
象
に
指
定
す
る
包
括
規
制
の
導
入
」
に
つ
い
て
、
今
後
、
専
門
家
の
意
見
を
聴
き
な
が

ら
、
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

三


